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一　

は
じ
め
に

　

令
和
二
年
三
月
六
日
、
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す

る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
令
和
二

年
内
閣
府
令
第
一
〇
号
。
以
下
「
改
正
府
令
」
と
い
う
）
が

公
布
さ
れ
、
同
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

　

こ
れ
は
、
企
業
会
計
審
議
会
に
お
け
る
議
論
等
を
踏

ま
え
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
任
意
適
用
の
拡
大
促
進
の
観
点
か

ら
、
指
定
国
際
会
計
基
準
を
適
用
す
る
企
業
の
開
示
負

担
の
軽
減
等
を
図
る
た
め
、
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関

す
る
内
閣
府
令
（
以
下
「
開
示
府
令
」
と
い
う
）
に
つ
い

て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
継
続
的
な
差
異
開
示
導
入
の
経
緯
か
ら

そ
の
後
の
廃
止
ま
で
の
議
論
の
状
況
も
踏
ま
え
、
本
改

正
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
な
お
、
意
見
に
わ
た
る
部
分

に
つ
い
て
は
、
筆
者
ら
の
個
人
的
見
解
で
あ
る
こ
と
を

あ
ら
か
じ
め
申
し
添
え
て
お
く
。

二　

経
緯

１　

継
続
的
な
差
異
開
示
導
入
の
経
緯

　

企
業
会
計
審
議
会
に
お
い
て
は
、
会
計
基
準
の
コ
ン

バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
の
進
展
や
国
際
的
な
国
際
会
計
基
準

（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
）
の
適
用
に
向
け
た
動
き
を
背
景
に
、
平
成

一
九
年
よ
り
わ
が
国
に
お
け
る
国
際
会
計
基
準
の
取
扱

い
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
、
平
成
二
一
年
六
月
に

「
我
が
国
に
お
け
る
国
際
会
計
基
準
の
取
扱
い
に
関
す

る
意
見
書
（
中
間
報
告
）」（
以
下
「
中
間
報
告
」
と
い
う
）

が
公
表
さ
れ
た
。

　

中
間
報
告
に
お
い
て
は
、
高
品
質
な
財
務
報
告
を
目

指
し
て
日
本
企
業
に
対
し
て
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
適
用
を
図
っ

て
い
く
観
点
か
ら
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
任
意
適
用
を
容
認
す

る
と
と
も
に
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
を
任
意
適
用
す
る
企
業
の
財

務
諸
表
と
わ
が
国
の
会
計
基
準
を
適
用
す
る
企
業
の
財

務
諸
表
と
の
比
較
可
能
性
を
高
め
る
観
点
か
ら
、
一
定

の
わ
が
国
の
会
計
基
準
に
よ
る
財
務
諸
表
の
並
行
開
示

を
義
務
づ
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
の
並
行
開

示
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
適
用
企
業
の
財
務
諸
表
を

理
解
す
る
上
で
必
要
と
な
る
一
定
の
連
続
性
を
確
保
す

る
観
点
と
作
成
者
の
並
行
開
示
に
係
る
負
担
・
コ
ス
ト

の
観
点
の
双
方
に
配
慮
し
、
導
入
初
年
度
に
お
け
る
開

示
に
限
定
し
、
継
続
的
な
並
行
開
示
に
代
え
て
、
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
と
わ
が
国
会
計
基
準
の
重
要
な
差
異
の
注
記
に
と

ど
め
る
こ
と
や
、
こ
れ
ら
の
開
示
に
つ
い
て
は
監
査
人

の
監
査
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
な
ど
、
簡
素
で
有
効
な

情
報
開
示
の
方
策
を
検
討
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と

さ
れ
た
。

　

こ
の
中
間
報
告
を
踏
ま
え
、
平
成
二
一
年
一
二
月
に

関
係
内
閣
府
令
が
改
正
さ
れ
、
指
定
国
際
会
計
基
準
に

準
拠
し
て
作
成
し
た
連
結
財
務
諸
表
を
金
融
商
品
取
引

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の 

改
正
の
概
要

─
継
続
的
な
差
異
開
示
の
廃
止
に
関
す
る
令
和
二
年
内
閣
府
令
第
一
〇
号

─

神
保
勇
一
郎 

金
融
庁
企
画
市
場
局
企
業
開
示
課
開
示
企
画
調
整
官

小
作
　
恵
右 

金
融
庁
企
画
市
場
局
企
業
開
示
課
課
長
補
佐

村
瀬
　
正
貴 

金
融
庁
企
画
市
場
局
企
業
開
示
課
専
門
官
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法
に
よ
る
連
結
財
務
諸
表
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
有
価
証
券
報
告
書
等
に
お
い

て
、
日
本
基
準
適
用
企
業
が
指
定
国
際
会
計
基
準
を
任

意
適
用
し
た
場
合
に
は
、
指
定
国
際
会
計
基
準
適
用
初

年
度
に
お
け
る
並
行
開
示
お
よ
び
日
本
基
準
と
指
定
国

際
会
計
基
準
と
の
差
異
に
関
す
る
情
報
の
開
示
（
以
下

「
差
異
開
示
」
と
い
う
）
に
加
え
、
翌
年
度
以
降
も
継
続

的
に
差
異
開
示
を
求
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

２　

継
続
的
な
差
異
開
示
の
見
直
し
に
関
す
る
議
論

　

令
和
元
年
九
月
三
日
に
開
催
さ
れ
た
企
業
会
計
審
議

会
総
会
お
よ
び
第
六
回
会
計
部
会
と
の
合
同
会
議
に
お

い
て
、
会
計
基
準
を
め
ぐ
る
変
遷
と
最
近
の
状
況
に
つ

い
て
審
議
を
行
い
、
そ
の
中
で
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
任
意
適
用

の
拡
大
促
進
の
観
点
か
ら
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
を
適
用
し
た
翌

事
業
年
度
以
降
も
継
続
的
に
求
め
ら
れ
る
差
異
開
示
の

見
直
し
に
関
し
て
、
複
数
の
委
員
か
ら
意
見
を
い
た
だ

い
た
。

　

企
業
会
計
審
議
会
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
財
務
諸
表

利
用
者
お
よ
び
財
務
諸
表
作
成
者
双
方
か
ら
継
続
的
な

差
異
開
示
に
関
す
る
意
見
を
聴
取
し
た
。

　

財
務
諸
表
利
用
者
か
ら
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
任
意
適
用

が
容
認
さ
れ
て
か
ら
、
業
界
の
中
で
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
と
日
本

基
準
を
適
用
す
る
企
業
が
混
在
す
る
状
況
に
お
い
て

は
、
継
続
的
な
差
異
開
示
は
財
務
諸
表
利
用
者
の
比
較

可
能
性
の
観
点
か
ら
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
も

の
の
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
任
意
適
用
が
進
ん
だ
現
在
は
そ
の

混
在
す
る
状
況
も
一
定
程
度
解
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
財
務
諸
表
利
用
者
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に
対
す
る
理
解

度
も
相
応
に
向
上
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
れ

ば
、
継
続
的
な
差
異
開
示
を
廃
止
し
た
と
し
て
も
、
そ

れ
が
た
だ
ち
に
利
用
者
の
比
較
可
能
性
を
損
な
う
も
の

で
は
な
い
と
の
意
見
を
い
た
だ
い
た
。

　

一
方
、
財
務
諸
表
作
成
者
か
ら
は
、
継
続
的
な
差
異

開
示
に
つ
い
て
は
、
情
報
の
信
頼
性
確
保
の
観
点
か
ら

も
相
応
の
負
担
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
負

担
を
取
り
除
く
こ
と
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
へ
の
移
行
を
容
易

に
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
の
意
見
を
い
た
だ
い

た
。３　

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
任
意
適
用
の
拡
大
促
進
の
方
針
と
継

続
的
な
差
異
開
示
の
廃
止

　

令
和
元
年
六
月
二
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
成
長

戦
略
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
」
で
は
、「
関
係
機
関
等
と
連
携

し
、
国
際
会
計
基
準
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
）
へ
の
移
行
を
容
易
に

す
る
た
め
の
更
な
る
取
組
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
任
意
適
用
企
業
の
拡
大
を
促
進
す
る
」
こ
と

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
八
月
二
八
日
に

公
表
し
た
「
利
用
者
を
中
心
と
し
た
新
時
代
の
金
融

サ
ー
ビ
ス
〜
金
融
行
政
の
こ
れ
ま
で
の
実
践
と
今
後
の

方
針
〜
（
令
和
元
事
務
年
度
）」
に
お
い
て
も
、「
関
係
機

関
と
連
携
し
つ
つ
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
へ
の
移
行
を
容
易
に
す

る
た
め
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
適
用
企
業
の
負
担
を
軽
減
す
る
な

ど
、
更
な
る
取
組
み
を
進
め
る
」
と
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
方
針
や
企
業
会
計
審
議
会
に
お
け
る
議
論

等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
継
続
的
な
差
異
開
示
を
廃
止

す
る
こ
と
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
適
用
企
業
の
負
担
・
コ
ス
ト

を
軽
減
し
、
従
来
よ
り
も
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
へ
の
移
行
を
容
易

に
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
さ
ら
な
る
任
意
適
用
企
業
の

拡
大
促
進
に
資
す
る
も
の
と
考
え
、
令
和
元
年
一
二
月

六
日
に
開
催
さ
れ
た
企
業
会
計
審
議
会
総
会
・
第
四
六

回
監
査
部
会
に
お
い
て
、
継
続
的
な
差
異
開
示
を
廃
止

す
る
た
め
の
開
示
府
令
の
改
正
を
行
う
旨
を
報
告
し

た
。三　

開
示
府
令
改
正
の
内
容

１　

改
正
府
令
の
概
要

　

改
正
前
の
開
示
府
令
は
、
①
任
意
適
用
の
翌
年
度
以

降
の
継
続
的
な
差
異
開
示
に
つ
い
て
、
開
示
府
令
第
二

号
様
式
の
「
経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及

び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析
」
に
係
る
記

載
上
の
注
意
㉜
ｄ
に
、
②
適
用
初
年
度
の
差
異
開
示
お

よ
び
並
行
開
示
に
つ
い
て
、
同
記
載
上
の
注
意
㉜
ｅ
お

よ
び
ｆ
に
そ
れ
ぞ
れ
記
載
し
て
い
た
。

　

改
正
府
令
は
、
適
用
初
年
度
の
差
異
開
示
は
同
様
式

記
載
上
の
注
意
㉜
ｄ
に
、
並
行
開
示
は
同
記
載
上
の
注

意
㉜
ｅ
お
よ
び
ｆ
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
規
定
上
の

構
成
を
変
更
し
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、
適
用
初
年
度
の
差
異
開
示
に
つ
い
て

規
定
し
て
い
た
、
改
正
前
の
開
示
府
令
第
二
号
様
式
記

載
上
の
注
意
㉜
ｅ
お
よ
び
ｆ
の
「
ま
た
書
き
」
の
段
落

部
分
を
削
除
す
る
と
と
も
に
、
同
記
載
上
の
注
意
㉜
ｄ

に
お
い
て
、「
提
出
会
社
が
最
近
連
結
会
計
年
度
に
係

る
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い
て
指
定
国
際
会
計
基
準
又
は

修
正
国
際
基
準
に
よ
り
作
成
を
開
始
し
た
場
合
に
は
、
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…
…
指
定
国
際
会
計
基
準
又
は
修
正
国
際
基
準
に
よ
り

作
成
し
た
最
近
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表

に
お
け
る
主
要
な
項
目
と
連
結
財
務
諸
表
規
則
（
第
七

章
及
び
第
八
章
を
除
く
。）
に
よ
り
作
成
し
た
場
合
の
最

近
連
結
会
計
年
度
及
び
そ
の
直
前
連
結
会
計
年
度
に
係

る
連
結
財
務
諸
表
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
項
目

と
の
差
異
に
関
す
る
事
項
（
当
該
差
異
の
概
算
額
等
）
を

記
載
す
る
こ
と
」
と
し
た
。

　

な
お
、
①
提
出
会
社
が
は
じ
め
て
提
出
す
る
有
価
証

券
届
出
書
に
指
定
国
際
会
計
基
準
ま
た
は
修
正
国
際
基

準
に
よ
り
作
成
し
た
連
結
財
務
諸
表
を
記
載
す
る
場
合

に
は
、
差
異
開
示
お
よ
び
並
行
開
示
が
不
要
で
あ
る
こ

と
、
②
米
国
基
準
適
用
会
社
が
指
定
国
際
会
計
基
準
ま

た
は
修
正
国
際
基
準
に
よ
り
連
結
財
務
諸
表
の
作
成
を

開
始
し
た
場
合
の
差
異
開
示
お
よ
び
米
国
基
準
適
用
会

社
が
指
定
国
際
会
計
基
準
に
よ
り
連
結
財
務
諸
表
の
作

成
を
開
始
し
た
場
合
の
並
行
開
示
が
不
要
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
改
正
前
と
同
様
で
あ
る
。

　

改
正
府
令
の
下
で
、
日
本
基
準
か
ら
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に
移

行
し
た
企
業
の
提
出
書
類
の
概
要
は
、
図
表
の
と
お
り

で
あ
る
。

２　

適
用
時
期

　

改
正
府
令
の
規
定
は
、
令
和
二
年
三
月
三
一
日
以
後

に
終
了
す
る
事
業
年
度
を
最
近
事
業
年
度
と
す
る
有
価

証
券
届
出
書
お
よ
び
当
該
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券

報
告
書
か
ら
適
用
さ
れ
る
。（
じ
ん
ぼ
・
ゆ
う
い
ち
ろ
う

お
ざ
く
・
け
い
す
け

む
ら
せ
・
ま
さ
き
）

〔図表〕�　日本基準からIFRSに移行した企業の提出書類の見直し（X２年３月期の年度末より指定
国際会計基準を適用した場合）

（注）　 並行開示されるJ-GAAPによる前期分の本表（要約版）は、X1年３月期の連結財務諸表を基に作成。

X３年３月期X１年３月期 X２年３月期

連結財務諸表
当期分 前期分 当期分前期分 当期分 前期分

＋ ＋

J-GAAPJ-GAAP
IFRS

・財政状態計算書（期
末）

・包括利益計算書
（X2.4 ～ X3.3）
・持分変動計算書
（X2.4 ～ X3.3）
・キャッシュフロー
計 算 書（X2.4 ～
X3.3）等

IFRS
・財政状態計算書（期
末）

・包括利益計算書
（X1.4 ～ X2.3）
・持分変動計算書
（X1.4 ～ X2.3）
・キャッシュフロー
計 算 書（X1.4 ～
X2.3）等

IFRS
・財政状態計算書（期
末）

・包括利益計算書
（X1.4 ～ X2.3）
・持分変動計算書
（X1.4 ～ X2.3）
・キャッシュフロー
計 算 書（X1.4 ～
X2.3）等

・本表（要約版）等

≪監査対象外≫

・主要項目について,
概算額等を記載

≪監査対象外≫

・本表（要約版）等

≪監査対象外≫

・主要項目について,
概算額等を記載

≪監査対象外≫

J - G A A P

差異に関する説明

＋

＋

＋

IFRS
・財政状態計算書（期
末）
・包括利益計算書
（X0.4 ～ X1.3）
・持分変動計算書
（X0.4 ～ X1.3）
・キャッシュフロー
計 算 書（X0.4 ～
X1.3）等

期首

・財政状態計算書
I F R S

・持分（期首，期末）
・包括利益（X0.4 ～
X1.3）
・キャッシュフロー
計算書（重要な調
整）（X0.4～ X1.3）
等

調整表
（J-GAAP→IFRS）

・本表（要約版）等

≪監査対象外≫

・主要項目について,
概算額等を記載

≪監査対象外≫

・本表（要約版）等

≪監査対象外≫

・主要項目について,
概算額等を記載

≪監査対象外≫

J - G A A P

差異に関する説明

継続的な差異開示を廃止

・主要項目について、
概算額等を記載
≪監査対象外≫

差異に関する説明


